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An epidemiological study on the effectiveness of workplace smoking control programs.

            (職場 にお ける喫煙対 策 プロ グ ラムの効果 に関す る疫学 的研 究)

内容の要旨

宇 都 宮

 本研 究 にお いては、 わが 国におけ る職場 の喫煙 対策の疫学 的な現

状 を明 らかにす る とともに、職場 の喫煙対策 プログ ラムが従業員 の

喫煙率 に与える効果 を評価 した。

 ある県の非営利 健診機関が定期健康 診断を実施 してい る約1,500事

業所 の うち、産業保健担 当者 を設 置 している531事 業所 を対象 に、喫

煙対策実施状況 に関 して、郵送 自答式 で調査 を行 った。

 有効 回答 を返送 して きたの は315事 業所(回 収率59.3%)で あった

が 、従業員数 は男性57,051人 、女性19,818名 の合計76,869名 であ った。

まず事 業所 にお ける喫煙 対策の実施状 況 を分析 した。次に この デー

タ と、定 期健診 時に各 自が 申告す る喫煙状況 のデー タを連結 し、職

場 のそれ ぞれの喫煙対 策 プ ログラムの有無 に よる喫煙率 を算 定 し、

さ らにMantel-Haenszel(M-H)法 を用 いて、そ れぞれの対策の有効

性 を評価 した。

 その結果、以下 のことが明 らか になった。

1.全 体 の喫煙率 は、男性が53.1%、 女性が12.1%で 、年齢別 に見 る

と男女 とも60歳 以上でやや低 くな っていた。

2.事 業所 にお ける喫煙対 策の状況 を見 る と、分煙 が67.9%、 喫煙

時 間制 限が12.7%で 実施 され ている一方 で、何 も規制 を行 ってい な

い事 業所が15.6%あ った。パ ンフ レッ トや ポス ター等 に よる啓発 を

行 ってい る事業 所は4α6%、 健診後 の事後指 導 を含 め喫煙 者の個別

指 導を行 って いる事 業所 は30.2%で あ った。たば こ販売店 や 自動販

売機 を有す る事 業所 は70.5%で あ った。禁煙 講習会 の開催 、禁煙達

成者へ の表彰、禁煙 プ ログラム支援 について は、 それぞれ実施 して

い ない事 業所が90%以 上であ った 。 これ らは他の先進 国 と比較す る

と、 わが 国の職場 におけるたば こ対策 の取 り組み の遅 れ を表 してい

る。

3.M-H法 に より分析 する と、喫煙率低 下の効果 は、男 性では、禁

煙 プログラム支援 によ り13.9%、 分煙 や喫煙時間制限 に より13.1%、

女性 では、分煙や 喫煙時 間制 限に よ り44.5%、 禁煙 達成者へ の表彰

によ り34.6%、 禁煙 プログラム支援 に よ り20.6%、 販 売規制 に よ り

20.4%、 個別指導 によ り13.4%で ある ことがわか った。

4.業 種 間の従 業員 の属性 の違い等 に よるバ イアスを除 くため、対

象 を製造 業に限定 して同様 の分析 を行 った ところ、喫煙率低 下の効

果 は、男 性では 、分煙 や喫煙時 間制限 に より15.4%、 パ ン フレッ ト

等 による啓発 及び個別 指導に よ りそれぞ れ7.7%、 女性では、分煙や

喫煙時 間制限 によ り36.2%、 個 別指導 により19.6%で あった。

5。 以上 に より、特 に職場 におけ る分煙 や喫煙時 間制 限について は

男女 ともに、個 別指導 については女性 に対 し、喫煙率低 下に効 果が

あ ることが示唆 された。

啓

論文審査の要旨

 わが国においては、男性は他 の先進国 に比べ喫煙率が非常 に高 く、

女性 は若年者 を中心 に喫煙 率は増加傾 向にある など、喫煙対 策 は喫

緊の課題 と されてい る。 しか し成人が多 くの時 間を過 ごす職 場 にお

け る喫煙対 策の状 況や その効果 につ いて は明 らか にな っていない。

そ こで本研究 において は、わが国の職場 におけ る喫煙対 策の疫学 的

な現状 を明 らかにす ると ともに、職場 の喫煙対 策が従 業員 の喫煙率

に与える効果 を評価 した。

 その結果、事 業所 にお ける喫煙対策 は、分煙やパ ン フレッ ト等 に

よる啓 発 を実施 してい る事業所 は40%以 上あ るもの の、喫煙 者への

禁煙 プログラム提 供 を行 っている事業所 がわずか しかないな ど、米

国等の先進 国の取 り組み に比べ てわが 国の対 策が大 き く遅れてい る

ことが明 らかになった。 また、職場の喫煙対策 と喫煙率 の分析か ら、

職場 にお ける分煙 や喫煙時 間制 限等の喫煙規制 は男女 ともに、喫煙

者 に対す る個別指 導は女性 に対 し、喫煙率 を下げる効果が ある こと

が示唆 された。

 審査 では、 まず 、 人数 が少 ない年齢 階級 を整理 す る ことによ り、

喫煙対 策 と喫煙率 の関連性が もう少 しは っ きりと出た かも しれない

部分があ るとい う指 摘があ った。 また、企業 の規模 によ り対 策の行

われ方が違 う可能性 があ るのでその比較が必要 であ るとい う指摘 が

あった。個 人の健診 デー タや、企 業の医療費 のデー タとリンク させ

る ことに よ り、一層 職場の喫煙対 策の効果が評価 で きるよ うにな る

とい う助言が あった。地域 に よる特 性や健康調査 票の違 いに よる回

答 のば らつ きはないのか とい う質問があ ったが、同一県 における同
一 の健 診団体が統一 した様式 で行 った調査 なので問題 は少 ない とい

う回答 があ った。ア ンケー トについて、健康対 策の取 り組 みに対す

る事業者 の熱 意 に よる回答 の質 の差 はないの か とい う質問が あ り、

1500事 業者 の うち産業保健担 当者 を設置 している事業者 を対象 と し

たのであ ま り質 の差 は ない と考 え られ る とい う回答が あった。今後

この ような調査 を行 うときは、喫煙 本数や本 人の禁煙 に対す る意欲

等 を調査 項 目に入 れた方が 、対策 の効 果 を きめ細 か く評価 で きる と

い う助 言があ った。 現在 の 国際 的、国内的 なたば こ対 策の動 きにつ

いての質問が あ り、WHOが 進め てい るたばこ対 策枠組 み条約 が本年

5月 に総会で決議 され る予定で ある こと、 日本 ではた ばこ生産者 や

販売者 に配慮す る立場 があ り、十分 には対策が進 んでい ない が、少

しずつ強化 されて きてい るとい う回答が あった。

 以上 、本研 究 につ いては さ らに改善すべ き、 あるいは検討すべ き

点 も残 されてい るが 、わが 国の職場 のた ばこ対策 の現 状 をは じめて

明 らかにす るとと もに、職場 にお いて有効性 のある対 策 を示唆 して

お り、価値あ る研究 と認め られ た。
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